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   鑑識資料採取報告書等の様式の制定について（例規通達） 

   

【概要】 

 この通達は、犯罪現場及び犯罪に関連すると認められる場所において、鑑識活動に

より資料を採取した場合に作成する報告書等の様式を定めたものである。 

                   


